
【別紙】 

健康保険法施行規則新旧対照表（抜粋）    令和５年６月１日施行 

新 旧 内  容 

（被保険者の資格取得の届出） 

第２４条 法第４８条の規定による被保険者（任意継続被保険者

を除く。以下この条、第２９条、第３５条の２から第３６条の

２まで及び第４２条において同じ。）の資格の取得に関する届

出は、当該事実があった日から５日以内に、次に掲げる事項を

記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保

険者資格取得届を機構又は健康保険組合（第１１号において

「保険者等」という。）（様式第三号の二によるものである場

合にあっては、機構）に提出することによって行うものとする。 

 ①被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。） 

②被保険者の生年月日 

③被保険者の種別（健康保険組合が管掌する健康保険の被保険

者にあっては、被保険者の性別） 

④被保険者資格の取得区分 

⑤被保険者の個人番号（協会が管掌する健康保険の被保険者が

同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個

人番号又は基礎年金番号。第５項において同じ。） 

⑥資格取得年月日 

⑦被扶養者の有無 

⑧被保険者の報酬月額 

⑨被保険者の住所（当該被保険者が協会が管掌する健康保険の

被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構

保存本人確認情報（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第３０条の９に規定する機構保存本人確認情報をいう。

以下同じ。）の提供を受けることができるとき又は当該被保

険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であっ

（被保険者の資格取得の届出） 

第２４条 法第４８条の規定による被保険者（任意継続被保険者

を除く。以下この条、第２９条、第３５条の２から第３６条の

２まで及び第４２条において同じ。）の資格の取得に関する届

出は、当該事実があった日から５日以内に、様式第三号又は様

式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は

健康保険組合（様式第三号の二によるものである場合にあって

は、機構）に提出することによって行うものとする。この場合

において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年

金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎

年金番号、第三種被保険者（国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和六十年法律第三十四号）附則第５条第１２号に規定す

る第三種被保険者をいう。第２８条において同じ。）に該当す

ることの有無を付記しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者資格取得届に記載

が必要な事項が明確に規定

され、新たに個人番号が追加

されました。 

なお、事業主は資格取得後５

日以内に当該届出を健康保

険組合に行う必要がありま

す。（従来から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 内  容 

て、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求

めないときを除く。） 

⑩事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 

⑪その他保険者等が必要と認める情報 

２～４ （略） 

５ 事業主は、第 1項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号

の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができ

る。 

 

（保険者による被保険者情報の登録） 

第２４条の４ 保険者は、法第２０５条の４第 1項の規定により

同項第２号又は第３号に掲げる事務を委託する場合は、機構若

しくは健康保険組合が第２４条第１項の規定による届出を受

け、又は当該保険者が第４２条の規定による申出を受けた日か

ら５日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る

情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金に又は

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項

に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。 

 

（被扶養者の届出） 

第３８条 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を

有するに至ったときは、５日以内に、次に掲げる事項を記載し

た被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険

組合に提出しなければならない。 

①被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人

番号（個人番号を有する者に限る。）及び被保険者との続柄 

②被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉

 

 

 

 

２～４ （略） 

５ 前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合にお

ける第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とある

のは、「記録し」とする。 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被扶養者の届出） 

第３８条  同左（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

事業主は、被保険者から個人

番号の提出を求めること及

び記載事項の確認ができる

ものとされました。 

 

健康保険組合は、事業主から

提出された資格取得届の情

報を５日以内に社会保険診

療報酬支払基金に提出する

ことになります。 

 

 

 

 

 

 

被扶養者の届出については

従来から個人番号の記載が

義務付けられています。ま

た、資格取得後５日以内に健

康保険組合に提出すること

になっています。 

 



新 旧 内  容 

妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶

養するに至った理由 

③第３７条の２各号のいずれかに該当する者にあっては、その 

 旨 

２～５ （略） 

 

（保険者による被扶養者情報の登録） 

第３９条 第２４条の４の規定は、第３８条第１項の規定による

届出を受けた場合について準用する。この場合において、第２

４条の４中「機構若しくは健康保険組合が第２４条第１項の規

定による届出を受け、又は当該保険者が第４２条の規定による

申出」とあるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第３８条

第 1項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」と

あるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第３９条 削除 

 

  

 

 

 

 

 

 

被扶養者の情報も被保険者

と同様に５日以内に社会保

険診療報酬支払基金に提出

することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


